
居宅サービス計画書記載要領変更点 

第 1 表居宅サービス計画書（１） 

利用者及び家族の介護に対する意向を踏まえた課題分析の結果

利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度を利用しながら、どのよ

うな生活をしたいと考えているのか意向を踏まえた課題分析の結果を記載する。その際、課題分

析の結果として、「自立支援」に資するために解決しなければならない課題が把握できているか確

認する。そのために、利用者の主訴や相談内容等を踏まえた利用者が持っている力や生活環境

の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにしていくこと。

総合的な援助の方針 

課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対応して、当該居宅サービ

ス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、どのようなチームケアを行

おうとするのか、利用者及び家族を含むケアチームが確認、検討の上、総合的な援助の方針を記

載する。あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対応機関やその

連絡先、また、あらかじめケアチームにおいて、どのような場合を緊急事態と考えているかや、緊

急時を想定した対応の方法等について記載することが望ましい。例えば、利用者の状態が急変し

た場合の連携等や、将来の予測やその際の多職種との連携を含む対応方法について記載する。 

生活援助中心型の算定理由 

介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付け

ることが必要な場合に記載する。 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成十二年二月十日厚生省告示

第十九号）別紙の１の注３に規定する「単身の世帯に属する利用者」の場合は、「１．一人暮らし」に、

「家族若しくは親族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、当該家族等の障害、

疾病等の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」の場合は、

「２．家族等が障害、疾病等」に〇を付す。また、家族等に障害、疾病がない場合であっても、同様

のやむをえない事情により、家事が困難な場合等については、「３．その他」に〇を付し、その事情

の内容について簡潔に記載する。事例の内容については、例えば、 

・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合 

・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題がおきてしまう恐れがある場合 

・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合 

などがある。（「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取り扱いにつ

いて」（平成 21 年 12 月 25 日老振発 1224 第 1 号）参照



第 2 表居宅サービス計画書（２） 

生活全般の解決すべき課題（ニーズ） 

利用者の自立を阻害する要因等であって、個々の解決すべき課題（ニーズ）についてその相互関

係をも含めて明らかにし、それを解決するための要点がどこにあるかを分析し、その波及する効果

を予測して原則として優先度合いの高いものから順に記載する。具体的には、利用者の生活全般

の解決すべき課題（ニーズ）の中で、解決していかなければならない課題の優先順位を見立て、

そこから目標を立て、 

・利用者自身の力で取り組めること 

・家族や地域の協力でできること 

・ケアチームが支援すること 

で、できるようになることなどを整理し、具体的な方法や手段をわかりやすく記載する。 

目標に対する援助内容では「いつまでに、誰が、何を行い、どのようになるのか」という目標達成

に向けた取り組みの内容やサービスの種別・頻度や期間を設定する。 

サービス内容 

「短期目標」の達成に必要であって最適なサービス内容とその方針を明らかにし、適切・簡潔に記

載する。この際、できるだけ家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも明記し、

また、当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービスについても、そのサービ

スがニーズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、これも記載する。 

なお、生活援助中心型の訪問介護を必要とする場合には、その旨を記載する。なお、居宅サービ

ス計画書に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その理

由の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載する必要があるが、

その理由を当該欄に記載しても差し支えない。 

第 3 表週間サービス計画表 

主な日常生活上の活動 

利用者の起床や就寝、食事、排泄などの平均的な一日の過ごし方について記載する。例えば、食

事については、朝食・昼食・夕食を記載し、その他の例として、入浴、清拭、洗面、口腔清掃、整容、

更衣、水分補給、体位交換、家族の来訪や支援など、家族の支援や利用者のセルフケアなどを

含む生活全体の流れが見えるように記載する。

 なお、当該様式については、時間軸、曜日軸の縦横をどちらにとってもかまわない。 



週単位以外のサービス 

 各月に利用する短期入所等、福祉用具、住宅改修、医療機関への受信状況や通院状況、その

他の外出や「多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス」などを記

載する。 

第４表サービス担当者会議の要点 

会議出席者 

当該会議の出席者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載する。本人又はその家族が出席した場合

には、その旨についても記入する。記載方法については、「会議出席者」の欄に記載、もしくは、

「所属（職種）」の欄を活用して差し支えない。また、当該会議に出席できないサービス担当者がい

る場合には、その者の「所属（職種）」及び「氏名」を記載するとともに当該会議に出席できない理

由についても記入する。なお、当該会議に出席できないサービス担当者の「所属（職種）」、「氏名」

又は当該会議に出席できない理由について他の書類等により確認することができる場合は、本表

への記載を省略して差し支えない。 

検討内容 

当該会議において検討した項目について、それぞれ検討内容を記載する。 

その際、サービス内容だけでなく、サービスの提供方法、留意点、頻度、時間数、担当者等を具体

的に記載する。 

なお、「検討した項目」及び「検討内容」については、一つの欄に統合し、合わせて記載しても差し

支えない。 

なお、これらの項目の記載については、当該会議の要点を記載するものであることから、第三者

が読んでも内容を把握、理解できるように記載する。 

第 5 表居宅介護支援経過 

 モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者と

の調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。 

 漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。 

第 5 表「居宅介護支援経過」は、介護支援専門員等がケアマネジメントを推進する上での判断の

根拠や介護報酬請求に係る内容等を記録するものであることから、介護支援専門員が日頃の活

動を通じて把握したことや判断したこと、持ち越された課題などを、記録の日付や情報収集の手

段（「訪問」（自宅や事業所等の訪問先を記載）、「電話」・「FAX」・「メール」（これらは発信（送信）・

受信がわかるように記載）等）とその内容について、時系列で誰もが理解できるように記載する。 

• 日時（時間）、曜日、対応者、記載者（署名） 

• 利用者や家族の発言内容 

• サービス事業者等との調整、支援内容等 



• 居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断 

等の客観的な事実や判断の根拠を簡潔かつ適切な表現で記載する。 

簡潔かつ適切な表現については、誰もが理解できるように、例えば、 

• 文章における主語と述語を明確にする 

• 共通的でない略語や専門用語は用いない 

• 曖昧な抽象的な表現を避ける 

• 箇条書きを活用する 

等わかりやすく記載する。 

なお、モニタリングを通じて把握した内容ついて、モニタリングシート等を活用している場合につい

ては、例えば、「モニタリングシート等（別紙）参照」等と記載して差し支えない。（重複記載は不要） 

 ただし、「（別紙）参照」については、多様することは避け、その場合、本表に概要をわかるように

記載していくことが望ましい。 

※モニタリングシート等を別途作成していない場合は本表への記載でも可。 


